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地域保健医療等推進事業の実施について

地域保健対策については、地域保健法等に基づき、各地方公共団体において地域の実情

に即した具体的施策の推進を図っていただいているところであるが、昨今の地域保健に関

する新たな潮流に即して、地域における健康危機管理と生活習慣病対策に重点をおいた具

体的施策の展開を図っていくこととしている。

このような観点から、地域の健康危機管理における保健衛生部局の役割分担の明確化や

情報の収集・伝達体制の整備に努めるとともに、保健所と本庁、地方衛生研究所等の関係

機関、関係団体との連携の強化等が重要である。

このため、別添「地域保健従事者現任教育推進事業」、「地域健康危機管理体制推進事

業」、「地域健康危機管理対策特別事業」及び「地域・職域連携推進事業」を実施する。

なお、この通知は平成２７年４月１日から適用することとし、平成１８年６月３０日付

け健発第０６３０００３号健康局長通知「地域保健医療等推進事業の実施について」は、

平成２７年３月３１日限りをもって廃止する。



別 添 １

地域保健従事者現任教育推進事業実施要綱

１ 目的

保健師の人材育成については、平成２１年７月の保健師助産師看護師法の一部改正に

より、免許取得後の保健師の臨地研修が努力義務化され、平成２３年２月に「新人看護

職員研修ガイドライン～保健師編～」が取りまとめられたところである。

本ガイドラインには、新人保健師を支える組織における研修体制のひとつの例として

都道府県及び指定都市における人材育成の中核となる保健所（当該保健所は、都道府県

及び指定都市本庁、大学、関係団体などがその役割を担うことも可能。）を中心とした

体制整備が示されており、当該保健所が、地域住民の健康増進や疾病予防等、地域保健

活動を行う上での保健師の人材育成を担うための中心となることが期待されている。

この事業は、上記経緯を踏まえ、人材育成の中核となる保健所を中心とした現任教育

体制を構築し、各地方公共団体において保健師の人材育成を担当する者の人材育成能力

を向上させるとともに、新人保健師を含めた保健師に対し、適切かつ安全な保健サービ

スを提供できる実践能力を育成し、社会状況の変化や住民（労働者）の多種多様なニー

ズに対応できる保健指導技術と知識の向上を図ることを目的とするものである。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村とする。

ただし、都道府県、保健所設置市（中核市及びその他政令市を除く）については、３

（１）、保健所設置市（指定都市を除く）及び特別区については、３（２）、都道府県

については、３（３）、保健所設置市、特別区及び市町村については、３（４）に掲げ

る事業を実施する場合に限る。

３ 事業内容

（１）地域保健従事者の現任教育体制の構築

都道府県及び指定都市に設置する人材育成の中核となる保健所は、新人保健師研修

のプログラムの企画及び運営に対する指導・助言などを行い、大学、保健師等養成機

関及び関係団体等との連携を図りながら、住民（労働者）の健康増進や疾病予防を担

う様々な領域の保健師の人材育成を担う中心となることが期待されている。

また、当該保健所においては、研修責任者を配置し、その者は人材育成にかかる必

要な研修を受講し、行政、産業、医療分野等の業務に精通した者であることが望まし

いことから、各都道府県及び指定都市においては次の事業を実施する。

ア 研修事業の企画・立案・評価・検証

都道府県及び指定都市において実施する研修事業について、関係機関、関係団体

等をもって構成する協議組織を設置し、研修事業がより実効性のある内容とするた

めの企画・立案を行うとともに、推進すべき点及び問題点や改善すべき点を抽出す

るなど、研修事業の評価・検証を行い、研修内容の充実等を図るものとする。

（事業例）

・県、市町村の保健師代表者、関係機関（県保健所長会、全国保健師長会都道府

県支部等関係団体の代表者等）及び有識者等からなる保健師の研修体制のあり方

に関する検討会等を設置し、今後の指導体制の整備のあり方の検討や保健師の資

質向上のための研修事業の企画・立案、評価・検証等を行う。

イ 人材育成の中核となる保健所以外の保健所等の研修体制の把握・評価・助言



当該都道府県内又は指定都市内の人材育成の中核となる保健所以外の保健所等の

研修事業の体制及び内容等を把握し評価を行い、必要に応じて助言等を行う。

（事業例）

・都道府県内又は指定都市内の保健師等に係る研修事業の実態調査を実施し必要

に応じて該当保健所等への指導・助言等を行う。

ウ 人材育成ガイドラインの作成及び評価に係る検討会等の設置

(ｱ）現任者の教育体制を構築するため、都道府県及び指定都市において検討会を設置

し、必要に応じて国立保健医療科学院等からの助言及び技術的援助を得ながら、

「人材育成ガイドライン」の作成等を行う。

（事業例）

・県・指定都市等の保健師及び有識者等による新人保健師研修ガイドライン作成

検討会を設置し、新人保健師研修の内容について検討し、ガイドラインを作成

する。

(ｲ）「人材育成ガイドライン」に基づいて実施した人材育成事業の実施結果や実態調

査結果等をもとに、都道府県及び指定都市において、必要に応じて国立保健医療科

学院等からの助言及び技術的援助を得ながら、当該ガイドライン等の評価・検証を

行い、改定を行うものとする。

エ 国立保健医療科学院が実施する研修への受講機会の確保

国立保健医療科学院が実施する次の研修、ⅰ）専門課程Ⅰ 保健福祉行政管理分

野、ⅱ）専門課程Ⅱ 地域保健福祉分野、ⅲ）専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科、

ⅳ）公衆衛生看護研修（中堅期）、ⅴ）公衆衛生看護研修（管理期）について、都

道府県及び指定都市の保健師等を派遣するとともに、研修期間中の職員代替要員を

配置する。

（２）保健所設置市（指定都市を除く。）及び特別区における人材育成ガイドラインの作

成・評価に係る検討会等の設置

ア 現任者の教育体制を構築するため、保健所設置市（指定都市を除く。）又は特別

区において検討会を設置し、必要に応じて国立保健医療科学院等からの助言及び技

術的援助を得ながら、「人材育成ガイドライン」の作成等を行う。

（事業例）

・前記３（１）ウの内容に準ずる。

イ 「人材育成ガイドライン」に基づいて実施した人材育成事業の実施結果や実態調

査結果等をもとに、保健所設置市（指定都市を除く。）又は特別区において、必要

に応じて国立保健医療科学院等からの助言及び技術的援助を得ながら、当該ガイド

ライン等の評価・検証を行い、改定を行うものとする。

（３）都道府県保健師育成支援事業（都道府県）

ア 新任保健師育成支援事業

退職保健師等が育成トレーナーとなって、採用後概ね３年以内の都道府県、当該

都道府県内特別区及び市町村の新任期の保健師が行う家庭訪問等の地域保健活動に

同行し、実際に業務の実施状況を確認しながら、必要な助言等を行うものとする。

イ 保健師研修参加支援事業

人材育成の中核となる保健所以外の保健所等が、人材育成の中核となる保健所の

実施する地域保健活動を行う上で必要な研修に保健師を派遣するとともに、研修期

間中の職員代替要員を配置する。



（４）市町村保健師育成支援事業（保健所設置市、特別区及び市町村（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２８４条に規定する地方公共団体の組合を含む。））

ア 新任保健師育成支援事業

退職保健師等が育成トレーナーとなって、採用後概ね３年以内の市町村の新任期

の保健師が行う家庭訪問等の地域保健活動に同行し、実際に業務の実施状況を確認

しながら、必要な助言等を行うものとする。

イ 保健師研修参加支援事業

保健所設置市、特別区及び市町村が、都道府県等が実施する地域保健活動を行

う上で必要な研修に、保健師を派遣するとともに、研修期間中の職員代替要員を

配置する。

４ 経費の負担

都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村がこの実施要綱に基づき実施する事業に

要する経費については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担（補

助）金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。



別 添 ２

地域健康危機管理体制推進事業実施要綱

１ 目的

この事業は、健康危機事例発生の未然防止、あるいはその拡大の抑制など、有事の

みならず平時からの備えと事後の迅速かつ適切な対応のため、保健所を中核とする体

制を整備することにより、地域における健康危機管理対策の強化を図ることを目的と

する。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、保健所設置市、特別区とする。

３ 事業内容

既存の補助制度のない事業であって、健康危機管理事例発生の未然防止や拡大抑制

のために、平時から地域において、健康危機管理における体制の整備を推進するため

の事業を行う。

４ 経費の負担

都道府県、保健所設置市及び特別区がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経

費については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交

付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。



別 添 ３

地域健康危機管理対策特別事業実施要綱

１ 目的

この事業は、地域における健康危機管理対応の充実強化が求められる中で、既存の補

助制度のない事業であって、健康危機事例に応じた保健活動や地域の特性を踏まえた事

業を支援することにより、健康危機管理対策の推進を図ることを目的とする。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、保健所設置市、特別区とする。

３ 事業内容

本事業の内容は、保健所を中核とする体制の整備や緊急時に求められる保健活動への

対応など、健康危機管理対策の強化を図るため次の事業を実施する。

（１）健康危機事例が発生した際に、保健所等において緊急的に実施する健康相談など、

健康危機事例に応じた地域保健活動に関する事業

（２）その他、特に必要と認める健康危機管理対策に関する事業

４ 経費の負担

都道府県、保健所設置市及び特別区がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経

費については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交

付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

５ その他

事業実施については、健康危機事例の発生等により緊急的に地域保健活動を実施する

必要が生じたものを優先するため、事業計画策定にあたっては事前に厚生労働省健康局

がん対策・健康増進課地域保健室に協議するものとする。



別 添 ４

地域・職域連携推進事業実施要綱

１ 目的

近年、国民の生命・健康を脅かす主要な疾患となっている生活習慣病（がん、心臓病、

脳卒中、糖尿病等）を予防するためには、個々人の主体的な健康づくりへの取組に加え、

健康教育、健康相談、健康診査等の保健事業による生涯を通じた健康管理を支援すると

ともに、平成１０年以来、自殺者数が高水準で推移している状況を踏まえ、地域の実情

に応じたメンタルヘルス対策の推進を図る必要がある。

このため、地域保健と職域保健の連携（以下「地域・職域連携」という。）により、

健康づくりのための健康情報の共有のみならず、保健事業を共同実施するとともに、保

健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用し、生涯を通じた継続的な保健サービ

スの提供体制を整備することを目的とする。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、保健所設置市及び特別区とする。

ただし、保健所設置市及び特別区は、３（２）イに掲げる事業を実施する場合に限る。

３ 事業内容

（１）地域・職域連携協議会の設置

ア 広域的な地域・職域連携を図り、地域の実情に応じた協力体制による生涯を通じ

た継続的な保健サービスの提供・健康管理体制を整備・構築するため、地域・職域

連携推進協議会を設ける。

イ 同協議会は、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第４条の基本方針（平成

６年厚生省告示第３７４号）の第六の四及び健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）第９条の健康診査等指針（平成１６年厚生労働省告示第２４２号）の第３の７

に掲げる事項を展開するための総合調整機関の役割を担うこととする。

ウ 同協議会は、（４）に掲げる関係機関（以下「関係機関」という。）のうちから

幅広い参画を得て構成することとする。

エ 都道府県ごとに都道府県地域・職域連携推進協議会（以下「都道府県協議会」と

いう。）を設ける。また、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の４第２

項第１０号の区域（以下「二次医療圏」という。）、保健所設置市又は特別区の単

位に二次医療圏地域・職域連携推進協議会（以下「二次医療圏協議会」という。）

を設けることとする。ただし、二次医療圏協議会については、行政区域上の問題等

により二次医療圏単位で設置する事が困難な、やむを得ない理由がある場合には、

保健所単位による協議会の設置も可能とする。

なお、都道府県協議会及び二次医療圏協議会は、既存の協議機関（会議等）を活

用して、これらの協議会として差し支えない。

（２）地域・職域連携推進協議会の事業

ア 都道府県協議会

（ア）都道府県協議会は、管内の広域的な連携に関わる関係機関の代表者等により

構成する。

（イ）同協議会は、管内の地域・職域連携により実施する保健事業等（以下「連携



事業等」という。）について企画・立案、実施・運営、評価等（以下「企画

等」という。）を行うとともに、二次医療圏協議会の取組について広域的な調

整を行う。なお、医療保険者を中心とする「保険者協議会」との適切な連携を

図ること。

（ウ）同協議会は、主に次の事項を役割として担うものであり、地域特性を十分に

勘案した上で、企画等を行う。

ａ 各関係者（医療保険者、市町村衛生部門、事業者、関連団体等）の実施

している保健事業等の情報交換、分析及び第三者評価

ｂ 都道府県における健康課題の明確化

ｃ 都道府県健康増進計画や特定健康診査等実施計画等に位置づける目標の

策定、評価、連携推進方策等

ｄ 各関係者が行う各種事業の連携促進及び共同実施

ｅ 事業者等の協力の下、特定健診・特定保健指導等の総合的推進方策

ｆ 同協議会の取組の広報、啓発

イ 二次医療圏協議会

（ア）二次医療圏協議会は、区域内の事業に関わる関係機関の代表者等により構成

する。

（イ）同協議会は、地域における関係機関への情報提供と連絡調整、健診の実施状

況等の健康情報の収集、健康意識調査等によるニーズの把握等を行うとともに、

主に次の事項を役割として担うものであり、地域特性を活かした具体的な連携

事業の企画等を行う。

ａ 区域内固有の健康課題の明確化

ｂ 共通認識として明確化された健康課題に対して、各構成機関・団体とし

て担える役割の確認と推進

ｃ 健診の実施状況及び結果等の健康に関する情報の収集、健康意識調査等

によるニーズ把握等

ｄ 健康づくりに関する社会資源の情報交換、有効活用、連携、調整

ｅ 健康に影響を及ぼす地域の環境要因に関する情報交換等

ｆ 具体的な事業の企画・実施・評価等の推進及び事業に関する広報

ｇ 圏域の市町村、事業者への支援

ｈ 同協議会の取組の広報、啓発

（ウ）同協議会には、具体的な保健事業等連携事業の企画等を行うために、保健事

業等の共同実施に関する作業部会や社会資源の相互有効活用に関する作業部会

等、所要の作業部会等を置くことができる。

（エ）作業部会は、二次医療圏協議会の構成員及び連携事業の実務担当者により構

成する。なお、既存の会議等を活用して作業部会として差し支えない。

（３） 地域・職域連携推進協議会及び二次医療圏協議会には、必要に応じ、自殺・うつ

病等を含めたメンタルヘルス対策のための情報、課題の共有や事例検討会を開催し

自殺未遂者等一人ひとりの状況に応じた支援計画の検討を行うための支援実務者を

構成員として参画させることができる。

また、地域・職域連携推進協議会及び二次医療圏協議会は、メンタルヘルスに対

する相談機関及び医療機関の連絡先等の情報をとりまとめ、地域住民に対し情報提

供等を行う。



なお、本事業においてメンタルヘルス対策を実施するにあたっては、別途発出す

る事務連絡も参考の上、地域の実情に応じた事業を推進されたい。

（４）関係機関

ア 地域保健関係機関

都道府県、市町村、保健所、精神保健福祉センター等

イ 職域保健関係機関

事業所、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、共済組合、保険者協

議会、都道府県社会保険協会、労働局、労働基準監督署、都道府県産業保健推

進センター、地域産業保健センター、商工会議所・商工会、協同組合等

ウ その他関係機関等

医療機関（健診機関等）、健康保持増進サービス機関、医師会、歯科医師会、

薬剤師会、看護協会、栄養士会、警察、消防、学識経験者、住民や就労者の代

表、産業医、産業保健師等

４ 経費の負担

都道府県、保健所設置市及び特別区がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経

費については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交

付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

５ その他

（１）事業の実施に当たり、個人情報の保護について関係法令等を遵守して最大限の配慮

をすること。

（２）次の各項目を参考に事業実施報告書を作成し、国に提出すること。

ア 協議会の運営及び実施状況

イ 連携事業の実施に係る問題点、課題等の抽出及び措置状況（今後の予定、結果

等）

ウ 地域・職域連携に伴う具体的な効果等

エ その他



新 旧 対 照 表

改 正 後 現 行

別 添 １ 別 添 １

地域保健従事者現任教育推進事業実施要綱 地域保健従事者現任教育推進事業実施要綱

１～２ （略） １～２ （略）

３ 事業内容 ３ 事業内容

（１）地域保健従事者の現任教育体制の構築 （１）地域保健従事者の現任教育体制の構築

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 国立保健医療科学院が実施する研修への受講機会の確保 エ 国立保健医療科学院が実施する研修への受講機会の確保

国立保健医療科学院が実施する次の研修、ⅰ）専門課程Ⅰ 保健福祉行政管理分野、 国立保健医療科学院が実施する次の研修、ⅰ）専門課程Ⅰ 保健福祉行政管理分野、

ⅱ）専門課程Ⅱ 地域保健福祉分野、ⅲ）専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科、ⅳ）公衆 ⅱ）専門課程Ⅱ 地域保健福祉分野、ⅲ）専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科、ⅳ）公衆

衛生看護研修（中堅期）、ⅴ）公衆衛生看護研修（管理期）について、都道府県及び指 衛生看護管理者研修（実務管理）、ⅴ）公衆衛生看護管理者研修（人材管理）につい

定都市の保健師等を派遣するとともに、研修期間中の職員代替要員を配置する。 て、都道府県及び指定都市の保健師等を派遣するとともに、研修期間中の職員代替要員

を配置する。

（２）～（４）（略） （２）～（４）（略）

４ （略） ４ （略）

別 添 ２ ～ ４ （略） 別 添 ２ ～ ４ （略）

別 添 ５ 別 添 ５

（削除） ホームレス保健サービス支援事業実施要綱

１ 事業目的

この事業は、ホームレスに対する保健・医療の確保が自立支援の上で重要な課題となっ

ていることから、健康に不安を抱えるホームレスに対し、健康相談等の保健サービスを実



施することにより、ホームレスの健康対策を推進し、その自立を支援することを目的とす

る。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、保健所設置市及び特別区とする。

３ 事業内容

（１）保健所などにおいて窓口や巡回による血圧測定、尿検査、血液検査、健康相談等を実

施し、個々のニーズに応じた保健サービスが提供できる相談及び指導体制を整備する。

（２）健康の維持・向上が図られるよう、必要な情報を提供する。

（３）その他、健康意識を向上させるための相談・指導を実施する。

（事業例）

・保健所と市町村が連携し、ホームレスに対する訪問による健康実態調査（健康状

況、生活環境の把握、健康診断勧奨）を行う。

・医師及び看護師を雇用し、公園等で起居するホームレスに対して健康状態の聞き

取り、血圧測定、尿検査、血液検査を行うとともに、健康上の指導・助言を行う。

４ 経費の負担

都道府県、保健所設置市及び特別区がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費

については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要

綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

５ その他

事業の実施に当たっては、福祉事務所、ボランティア団体、ＮＰＯその他の関係機関と

連携・調整を密にし、事業の円滑な実施に努めること。

また、本事業の実施に携わる者は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮するととも

に、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。


